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事例６ セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・イ

ンクの統合 

 

第１  当事会社グループ 

セールスフォース・ドットコム・インクは、米国に本社を置き、主にＣＲＭ

（Customer Relationship Management（顧客関係管理））ソフトウェアの提供事

業を営む会社である。スラック・テクノロジーズ・インクは、米国に本社を置き、

主にビジネスチャットサービスの提供事業を営む会社である。以降は下表の左欄

の用語は右欄のとおり記載することとする。 

 

左欄 右欄 

セールスフォース・ドットコム・インク セールスフォース社 

セールスフォース社を最終親会社として既に結合関係が

形成されている企業の集団 

セールスフォース 

グループ 

スラック・テクノロジーズ・インク スラック社 

スラック社を最終親会社として既に結合関係が形成され

ている企業の集団 

スラックグループ 

セールスフォース社及びスラック社を併せた企業の集団 当事会社 

セールスフォースグループ及びスラックグループを併せ

た企業の集団 

当事会社グループ 

ビジネスチャットサービスとしてのSlack スラック 

 

第２  本件の概要及び関係法条 

本件は、当事会社グループが、株式取得及び合併によってセールスフォース社

及びスラック社の統合（以下「本件行為」という。）を計画しているものである。 

関係法条は独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

第３  本件審査の経緯等 

１ 本件審査の経緯 

当事会社は、令和２年１２月１日に、本件行為の計画について公表し、同日以

降、本件行為が競争を実質的に制限することとなるとはいえないと考える旨の意

見書及び資料を自主的に公正取引委員会に順次提出し、当委員会は、当事会社グ

ループの求めに応じて、当事会社との間で数次にわたり、意見交換を行った。 

当委員会は、当該意見書の内容や資料を精査したほか、競争事業者及び需要者

に対するヒアリングを実施した。また、当委員会から当事会社グループに対し提

出を求めた取締役会等の各種会議で実際に使用された本件行為に関する資料一

式、議事録、当事会社グループ内部における競争分析に係る資料等についても精

査した。 

その後、令和３年６月２日に、当事会社グループから、独占禁止法の規定に基
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づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため、当委員会はこれを受理し、

第１次審査を開始した。当委員会は、上記計画届出書及び当事会社グループから

提出された意見書や資料等のほか、競争事業者及び需要者に対するヒアリング、

経済分析の結果等を踏まえて、本件行為が競争に与える影響について審査を進め

た。また、本件行為については海外競争当局も審査を行っており、当委員会は、

豪州競争・消費者委員会及び米国司法省との間で情報交換を行いつつ審査を進め

た。 

 

２ 本件行為に係る企業結合審査の視点及び審査結果の概要 

本件では、セールスフォース社が主にＣＲＭソフトウェアの提供事業を行い、

スラック社がビジネスチャットサービスの提供事業を行っており、いずれの商

品・役務も、企業を需要者として、業務やコミュニケーションの効率化という共

通の目的で使用されるものであるため、相互に一定の補完性を有する。また、両

商品・役務は、ＡＰＩ1を通じてそれぞれの商品・役務とその他のアプリ（ＣＲＭ

ソフトウェアにとってのビジネスチャットサービス及びビジネスチャットサー

ビスにとってのＣＲＭソフトウェアを含む。）とを統合する機能を提供しており、

かかる統合機能を利用することにより、両商品・役務の需要者は、自社のニーズ

に最適化された、より効率的な業務環境を構築することが可能である。これらの

事情からすれば、本件行為後に、当事会社グループがＣＲＭソフトウェア及びビ

ジネスチャットサービスにおける競争事業者に対してかかる統合機能を提供し

ない、又は当事会社グループを競争事業者に比して有利に扱うなどの行為により

競争事業者を排除するという、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる余地がある。 

以上のことから、当委員会は、当事会社グループの提供する商品・役務のうち、

ＣＲＭソフトウェアとビジネスチャットサービスについて、混合型企業結合に対

する審査の観点（統合のためのＡＰＩの提供拒否等、組合せ供給、秘密情報の交

換等）から審査を行った。 

その結果、後記第４から第８までのとおり、本件行為が競争を実質的に制限す

ることとなるとはいえないと判断した。 

 

第４  商品・役務の概要等 

１ ＣＲＭソフトウェア（セールスフォース社が提供する商品・役務）の概要等 

(1) ＣＲＭソフトウェアの概要 

                                                      
1 ＡＰＩ（Application Programming Interface）とは、あるソフトウェアの機能、データ等を他のソ

フトウェアからでも利用可能にするための仕組みである。ＡＰＩの主な利用者は、アプリ等のソフト

ウェア開発者及びウェブサイト運営者である。ＡＰＩ利用者は、規約に従って必要な機能の関数を入

力することでＡＰＩを利用できることから、自らプログラミングすることなく当該機能を利用したア

プリ等のソフトウェアを作成することが可能となり、アプリ開発効率の向上や開発費用の低減が期待

できる。また、ＡＰＩ提供者としては、オープンイノベーションの促進や既存ビジネスの拡大といった

効果が期待できる。 
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ＣＲＭソフトウェアとは、Customer Relationship Management（顧客関係管

理）のためのソフトウェアであり、マーケティングから営業、カスタマーサポ

ートに至るまでのあらゆる顧客接点について、関連する情報（顧客の連絡先、

購入履歴、商談状況等）を一元的に管理し、閲覧性に優れたユーザーインター

フェース上に表示することによって、関連部門の全ての人員がかかる情報に容

易にアクセスすることを可能にするツールである。また、ＣＲＭソフトウェア

は、顧客とのコミュニケーションの自動化機能、次に行うべき施策の提案機能、

受注の確度の予想機能等の各種機能を通じて業務の効率化を可能にする。 

上記のように、ＣＲＭソフトウェアは様々な機能を有しており、これら機能

がそれぞれ実装されたＣＲＭソフトウェアがパッケージとして又は個別に提

供されている（具体的な種類は後記(2)参照。）。ＣＲＭソフトウェアの導入形

態は需要者によって異なり、例えば営業部門、マーケティング部門、コールセ

ンター等の部門が分かれている比較的規模が大きい企業のように、部門ごとに

特定の機能を有する種類のＣＲＭソフトウェアを個別に導入するケースもあ

れば、各部門が明確に分かれていない比較的中小規模の企業のように、一つの

ＣＲＭソフトウェア供給者から複数の機能を有するＣＲＭソフトウェアのパ

ッケージを導入するケースもある。 

民間調査会社によると、ＣＲＭソフトウェアに係る日本国内の市場規模は拡

大し続けており、かかる拡大は今後も続いていくと予測されるとのことである。 

そのため、ＣＲＭソフトウェアをめぐる市場の状況は非常に活発であり、同

市場は今後も大きく成長・変容することが予想される市場と考えられる。 

 

(2) ＣＲＭソフトウェアの種類 

ＣＲＭソフトウェアは、営業向け、カスタマーサービス向け、マーケティン

グ向け、コマース向け等、使用される場面に応じて、機能別に異なる種類が提

供されている。多くの有力なＣＲＭソフトウェア供給者は、これらの異なる機

能を持つ各種類のＣＲＭソフトウェアを複数ラインナップにそろえて提供し

ているが、中には特定の機能を持つ種類のＣＲＭソフトウェアのみを提供する

供給者も存在する。 

以下、各種類のＣＲＭソフトウェアの概要とそれらの有する主たる機能を詳

述する。 

 

ア 営業向けＣＲＭソフトウェア 

営業活動は、マーケティング活動により購買需要が顕在化した見込顧客に

対して行う活動であり、要求事項等の聴取り、適切な商品の選定、見積りの

提示、契約内容の交渉を経て、最終的に成約に至るというプロセスを経るの

が一般的である。もっとも、こうしたプロセスには複数の人員が関与するの

が通常であり、また同じ顧客でも商品によって担当者が異なる等の事情によ
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り、当該顧客に関する情報の集約がなされていない、されていても不十分で

あるといった状況に陥りやすく、これによって営業活動上の非効率（誰がど

の情報を持っているのか分からない、案件の進捗が見えづらく、進捗管理が

煩雑になる等）が生じることも多い。 

営業向けＣＲＭソフトウェアは、こうした営業活動の非効率を解消するた

めのソフトウェアであり、セールス・フォース・オートメーション（ＳＦＡ）

とも呼ばれる。営業向けＣＲＭソフトウェアの有する機能には、以下のよう

なものがある。 

 

(ｱ) 顧客情報や営業情報の一元管理機能 

顧客情報や営業情報を一つのプラットフォームに集約し、閲覧性の高い

ユーザーインターフェースから容易に呼び出すことができる。かつては口

頭、メール、文書ファイル、スプレッドシート等の様々な形式で散在して

いた情報が集約され、部門内で共有されるため、情報の偏在化が解消され

る。 

 

(ｲ) 案件進捗状況の見える化機能 

各顧客との商談について、営業プロセスのうちどの段階にあるのか（例

えば初回訪問、要求事項等の聴取り、商品の選定、見積りの提示、契約交

渉中、調印等）を視覚的に確認可能にする。それに伴い、上長も容易に各

営業活動の進捗を把握することが可能となる。 

 

(ｳ) 顧客ごとの情報交換ツールの提供機能 

顧客にひも付く形で、社内の関係者間においてコミュニケーションを取

ることが可能なツール（ＳＮＳ、チャット等）が用意されており、容易に

自社内で情報交換や必要情報のリクエストが可能となる。 

 

(ｴ) 次のステップや成約見込みの提案機能 

過去のデータをＡＩが分析し、次にとるべきステップや案件成約の見込

みを自動的に提案する。 

 

イ カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア 

カスタマーサービスは、主に商品を販売した後のサポート、クレーム対応

等、商品に関する顧客の相談に応じ、問題を解決していく業務である。従来、

ある事業者が顧客に商品を販売した後、当該商品を購入した顧客がコールセ

ンターにコンタクトしてきた場合、その顧客がどのような商品を購入したの

か、これまでどのようなやり取りがあったのか、過去にどのような商品を購

入し、どのようなサポートを受けてきたのか等の情報が、必ずしも容易に把
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握できる体制にはなってはいなかった2。また、現在、商品を購入した顧客か

ら商品を販売した事業者への連絡方法は様々であり（メール、電話等の従来

の方法のほか、近時はメッセージアプリや各種ＳＮＳにおけるダイレクトメ

ッセージ等を使用する顧客も多くなっている。）、顧客が用いるツールに関

係なく対応を行えること（「オムニチャネル」と呼ばれる。）の重要性が増

している状況にある。 

カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアは、こうしたカスタマーサー

ビスにおけるニーズに応え、カスタマーサービスを効率化するためのソフト

ウェアである。カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアの有する機能に

は、以下のようなものがある。 

 

(ｱ) カスタマーサポートの顧客単位での管理機能 

これまでの購入履歴、対応履歴等が顧客を軸にした一つのデータベース

に集約され、カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアのユーザーは統

一的なユーザーインターフェース上でこれらのデータを閲覧しつつ、サポ

ートを提供することが可能となる。 

 

(ｲ) 顧客に対する応答の自動化・効率化機能 

チャットボット3等を通じた回答の自動化や、質問内容に応じた回答例

の自動提案を行う。 

 

(ｳ) オムニチャネルのツールの提供機能 

カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアのユーザーである事業者

から商品を購入した顧客の使用するツールに関係なく、一元的に対応する

ことが可能となる。 

 

ウ マーケティング向けＣＲＭソフトウェア 

マーケティングは、潜在的な顧客に対して自社の商品の周知・販促を行い、

自社商品の購買に結び付ける活動全般をいう。マーケティングを効果的に行

うに当たっては、見込顧客の関心をつなぎとめ、購買意欲が高まった時期に

適切に自社商品の具体的な購買行動に結び付ける必要があるため、継続的な

ダイレクトメールの送信、クーポンの配信等のキャンペーン活動の展開、並

びにその継続的な効果測定及び改善を行うことが重要とされている。 

従来、そうした活動は営業担当者やマーケティング担当者によって人力で

行われてきた。しかし、各顧客に応じた効果的なキャンペーンの内容及びタ

                                                      
2 例えば、従来のカスタマーサポートはいわゆるチケット制が主流であり、発生したインシデントごと

に割り振られたチケットを軸に管理されていることが多い。 
3 チャットによるリアルタイムコミュニケーションの自動化を支援する商品又はサービス。 
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イミングの策定、継続的なコンタクト等を限られたリソースの中で徹底する

ことは、その見込顧客が多くなればなるほど困難になる。 

マーケティング向けＣＲＭソフトウェアは、マーケティングを自動化する

ことによって上記のような課題を解決するソフトウェアであり、マーケティ

ング・オートメーション（ＭＡ）とも呼ばれる。マーケティング向けＣＲＭ

ソフトウェアの有する機能には、以下のようなものがある。 

 

(ｱ) キャンペーン内容の自動策定機能 

データベースに登録された顧客一人一人について、その動き（どのウェ

ブサイトから自社のウェブサイトにジャンプしてきたか、自社ウェブサイ

トのうちどのページを閲覧しているか、自社以外にどういったウェブサイ

トを閲覧しているか）等を分析し、それぞれに適切なキャンペーンの内容

（キャンペーンに含める商品の選定、クーポンの配布有無、内容等）を自

動的に策定し、提案する。 

 

(ｲ) キャンペーンの送信タイミングの自動策定機能 

見込顧客のデータを分析し、いつどのタイミングでコンタクトを取るべ

きかのプランを自動で策定する。 

 

(ｳ) 自動かつ継続的なキャンペーンの送付機能 

決定された内容のキャンペーンを、適切なタイミングで、自動かつ継続

的に見込顧客に通知する。 

 

(ｴ) 継続的な効果測定及び改善機能 

実施されたキャンペーンの効果測定を行い、その結果を次回以降のキャ

ンペーンの内容や通知タイミングに自動的に反映し、提案する。 

 

エ Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア 

Ｅコマース（電子商取引）とは、インターネット上で商品を販売し、消費

者がパソコンやスマートフォン等を用いてインターネット上で注文した商

品を指定の場所に宅配するサービスのことである。現在、Ｅコマースでは、

食料品、日用品、書籍、電子機器、衣料品、家具、医療品等、幅広い商品が

取り扱われている。このようなＥコマースでの販売事業者（供給者）におけ

る課題として、消費者の注文に関する業務全般の最適化や集客方法等が挙げ

られる。 

Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェアは、上記のような課題を解決し、Ｅコ

マースの業務を効率化するためのソフトウェアである。Ｅコマース向けＣＲ

Ｍソフトウェアの有する機能には、以下のようなものがある。 
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(ｱ) 受注から配送までの最適化機能 

Ｅコマースの販売事業者によるマーチャンダイジング（商品をいつ、ど

こに、どのように陳列するか）をサポートし、また商品在庫をリアルタイ

ムで確認できるようにすることによって、在庫の有効活用や拠点単位での

注文処理が可能となる。これらの機能によって、受注から配送までの最適

化を可能にする。 

 

(ｲ) キャンペーンやプロモーションの作成機能 

消費者行動、流通経路、販売地域等に基づいて効果的なキャンペーンや

プロモーションの時期及び内容を策定し、提案する。 

 

(ｳ) 消費者のパーソナライズ機能 

消費者がクリックした項目に応じてパーソナライズされたお勧め商品

を自動的に提案することが可能となる。 

 

(3) ＣＲＭソフトウェアの統合機能 

セールスフォース社を始めとして、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は、関

連するＡＰＩをアプリの開発者である第三者や需要者に対して開放すること

により、第三者が開発したアプリ及び需要者が自ら開発したシステム4（以下

「第三者アプリ等」という。）と当該ＣＲＭソフトウェアとを連携・統合する

機能（以下「統合機能」という。）を備えている。例えば、ビデオ通話機能を

有するアプリと統合させることによって、ユーザー（需要者の従業員）はＣＲ

Ｍソフトウェアの画面を離れることなく（すなわち、別画面でビデオ通話機能

アプリを起動することなく、当該ＣＲＭソフトウェアのインターフェース上で）

ビデオ通話機能を呼び出し、相手方と通話できるようになる。このように、需

要者は、統合機能を活用することによって、ＣＲＭソフトウェアと自社の使用

する第三者アプリ等とを自由に組み合わせて統合し、自社のニーズに最適化さ

れた、より効率的な業務環境を構築することができる。以下、第三者と需要者

それぞれにおける統合機能の利用について詳述する。 

まず、第三者のアプリ開発事業者は、ＣＲＭソフトウェア供給者が公開して

いるＡＰＩを用いて、自由に自社のアプリに当該ＣＲＭソフトウェアとの統合

機能を付加することができる。統合機能を付加したアプリは、例えばアプリ開

発事業者が自身のウェブサイトを通じて配信する等、任意の方法で配布される。

また、ＣＲＭソフトウェア供給者の中には、第三者のアプリ開発事業者が統合

機能を有するアプリを頒布しやすいように、またユーザーがそういった第三者

のアプリを容易に検索・導入することができるように、自社のサービス向けの

                                                      
4 需要者が独自にシステムを開発する手段としては、社内のＩＴチームが開発を行う方法のほか、SIer

（エスアイアー、System Integrator の略）と呼ばれる外部業者に委託する方法が考えられる。 
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アプリ市場を運営しているものもいる。例えば、セールスフォース社は、自社

のサービス向けのアプリ市場である「AppExchange」を運営しており、セールス

フォース社のＣＲＭソフトウェアの需要者は、「AppExchange」上に公開された

アプリから自社のニーズに合うものを選択・導入し、同社のＣＲＭソフトウェ

アと統合することができる5。 

また、需要者は、①第三者のアプリ開発事業者が作成した統合機能を有する

アプリを利用する、②自社で統合機能を有するプログラム（以下「カスタムコ

ード」という。）を独自に構築する、③複数のサービス及びアプリ6を連携・統

合させるアプリ（一般にｉＰａａＳ7と呼ばれる。）を使用する等の方法により、

統合機能を実現することが可能である。このうち、②及び③の方法による統合

については、第三者のアプリ開発事業者がＣＲＭソフトウェアとの統合機能を

実装したアプリを提供していない場合であっても、ＡＰＩが需要者向けに開放

されている限り行うことができる。 

 

(4) ＣＲＭソフトウェアの実装方法 

ＣＲＭソフトウェアの実装方法には、主にオンプレミス（自社でサーバー環

境を構築した上でシステムを運用・管理する。）、ＳａａＳ（他社が構築した

サーバー環境（クラウド）上でシステムが運用・管理され、ユーザーは当該サ

ーバーにアクセスする形でソフトウェアを使用する。）又は両者を組み合わせ

たハイブリッド方式といった方法がある8。 

 

 

 

 

                                                      
5 これらのアプリ市場は当該ＣＲＭソフトウェアとの統合機能を付加したアプリのみを公開しており、

その他の一般的なアプリの配信等は行っていない。そのため、これらのアプリ市場はあくまでＣＲＭ

ソフトウェアの付随的なサービスにすぎないと考えられる。 
6 オンプレミスであるかＳａａＳであるかを問わない。 
7 ｉＰａａＳ（Integration Platform as a Service）とは、「コネクタ」と呼ばれる、クラウド間やク

ラウドとオンプレミスを連携させるためのプログラムを提供するサービスである。 
8 一般に、オンプレミスでの実装は、自社でのサーバー構築等が必要になることから初期導入時に多額

の費用が発生する代わりに、ランニングコストは比較的安価な保守管理費用のみとなるとされる（た

だし、自社のＩＴ部門が中心となってソフトウェアアップデート等に対応する必要がある。）。また、デ

ータの重要性に応じてセキュリティ等を自社の裁量で決定できる点等にも利点がある。他方、Ｓａａ

Ｓでの実装は、自社サーバーの構築等を要しないため初期費用が低廉で済み、また自社でソフトウェ

アアップデート等に対応する必要がない代わりに、ランニングコストとしてサブスクリプション・フ

ィーを支払い続ける必要がある。このサブスクリプション・フィーは使用するデータ量に比例して単

価が上がるため、一つの契約において使用するユーザー数が増えれば増えるほど利用料金が高額にな

る傾向にある。また、セキュリティ環境はＳａａＳの提供事業者に依存することになるため、オンプレ

ミスの場合と比較して、自社の要望に応じた柔軟なセキュリティ環境の構築は困難な場合が多い。こ

のように、オンプレミスとＳａａＳでは主に料金体系、保守管理面及びセキュリティ設計の柔軟性等

に違いがある。 
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(5) セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェア、同社が収集・保存して

いるデータ及び同社によるデータの利用 

ア セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェア 

セールスフォース社は、主に、営業向けＣＲＭソフトウェアとして「Sales 

Cloud」、カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェアとして「Service 

Cloud」、マーケティング向けＣＲＭソフトウェアとして「Marketing Cloud」、

Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェアとして「Commerce Cloud」を提供してい

る。これらのＣＲＭソフトウェアはいずれも第三者アプリ等との統合機能を

備えている。 

また、セールスフォース社のＣＲＭソフトウェアはいずれもＳａａＳ型で

提供されており、オンプレミス型での提供はされていない。 

 

イ セールスフォース社が収集・保存しているデータ及びデータの管理方法 

セールスフォース社は、大きく分けて「顧客データ」と「利用データ」と

いう２種類のデータを収集・保存している。 

「顧客データ」とは、需要者が同社のＣＲＭソフトウェアを利用する過程

で入力するデータであり、例えば需要者がSales Cloudを利用している場合

には、需要者が入力した需要者の顧客、見込顧客及び販売活動に関するデー

タが、需要者がMarketing Cloudを利用している場合には、需要者の電子メ

ールを受信するためにサインアップ（アカウントを作成）した者に関するデ

ータや、需要者と需要者の顧客との間で行われたメールのやり取りに関する

データがこれに該当する。 

また、「利用データ」とは、需要者によるセールスフォース社のサービス

の利用に関するデータである。例えば、Marketing Cloudで一定期間に送信

された電子メールの数、特定のウェブページや機能で発生したエラーの数、

セールスフォース社のサービスのどの機能が需要者によって最も頻繁に使

用されているか等のデータがこれに該当する。 

セールスフォース社は、こうした２種類のデータを保護し、需要者固有の

利用情報を秘密情報として扱っている。また、これらのデータのうち需要者

のデータについてはアクセス制限を付しており、セールスフォース社の従業

員であっても、需要者のデータにアクセスする必要のある者以外は当該デー

タにアクセスすることができないようになっている。 

 

ウ セールスフォース社によるデータの利用 

セールスフォース社は、需要者との契約上、需要者から取得した顧客デー

タの利用を厳格に制限されている。すなわち、セールスフォース社は、その

サービス及び関連システムの適切な運営を提供及び確保するために必要な

場合を除き、需要者の同意なく、収集した顧客データを自社の事業目的のた
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めに利用することは認められていない。換言すれば、需要者の同意がない限

り、当該需要者の顧客データが、別の需要者へのサービス提供やセールスフ

ォース社の製品全般の改善のために使用されることはない。 

また、セールスフォース社は、新たなサービスの設計や既存サービスの改

善を目的として、需要者のデータを利用してＡＩアルゴリズムの教育等を行

うこともあるが、これについても需要者の同意を得た上で行っている。 

 

(6) ＣＲＭソフトウェアをめぐる市場におけるネットワーク効果 

前記(3)のとおり、多くのＣＲＭソフトウェア供給者は第三者アプリ等との

統合機能を提供している。そのため、一般的には、特定のＣＲＭソフトウェア

を利用する需要者（ＣＲＭソフトウェアの利用者である事業者）が多ければ多

いほど、第三者のアプリ開発事業者としては当該ＣＲＭソフトウェアとの統合

機能を有するアプリを提供するインセンティブが増加する。また、そうして当

該ＣＲＭソフトウェアとの統合機能を有するアプリが多く提供されればされ

るほど、翻って需要者にとって当該ＣＲＭソフトウェアが一層魅力的になると

いう関係にあり、いわゆる双方向の間接ネットワーク効果が働く市場と考えら

れる。このような二面性を持つ市場においては、ＣＲＭソフトウェアの供給に

係る限界費用が低く、供給余力が問題となりづらいことにも照らすと、特定の

事業者が急速にシェアを増加させる可能性がある。このように、ＣＲＭソフト

ウェアをめぐる市場について競争上の影響を検討するに当たっては、かかる間

接ネットワーク効果についても考慮する必要がある。 

 

２ ビジネスチャットサービス（スラック社の提供する商品・役務）の概要等 

(1) ビジネスチャットサービスの概要 

ビジネスチャットサービスとは、インターネットを利用し、主に企業内9にお

いて、１対１や１対多、又は多対多によるテキストベースのリアルタイムコミ

ュニケーションを行うためのサービスであり、ビデオ・音声通話機能を持つサ

ービスや、第三者アプリ等との統合機能を持つサービスも存在する。ビジネス

チャットサービスの導入形態は需要者によって異なり、全社的に一つのサービ

スを導入する場合もあれば、部門ごとに異なるサービスを導入する場合もある。

また、外部とのやり取りはＥメール、社内のやり取りはビジネスチャットサー

ビスといった形で、用途に応じて両サービスが使い分けられているケースが多

く、また社内でも複数のビジネスチャットサービスを並行して導入しているケ

ースもある。 

民間調査会社によると、ビジネスチャットサービスに係る日本国内の市場規

                                                      
9 従来、ビジネスチャットサービスは企業の社内コミュニケーションのために用いられるツールとして

提供されてきたが、後記(4)アのとおり、スラック社がスラック・コネクトの提供を開始する等、社外

とのコミュニケーションにも利用が拡大する兆しも出てきている。 
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模は拡大しており、近年大きく成長しているとのことである。 

加えて、スラック社によると、ビジネスチャットサービスに係る市場は未成

熟であって、継続的に大きなイノベーションが生じており、この傾向は新型コ

ロナ感染症の拡大を受けて企業のリモートワークが推進される中で、より一層

強まっているとのことであり、同市場は今後も大きく成長・変容することが見

込まれる。 

 

(2) ビジネスチャットサービスの特徴 

ビジネスチャットサービスは、これまで企業向けのコミュニケーション手段

として一般的であったＥメールに代わるものとして登場し、その利用が拡大し

ている。Ｅメールと比較した際のビジネスチャットサービスの大きな特徴とし

ては、以下の点が挙げられる。 

 

ア 簡便性 

ビジネスチャットサービスは、ユーザー同士が会話をしているかのような

ユーザーインターフェースを採用しており、それまでのやり取りを踏まえな

がらコミュニケーションが積み重なっていくことが想定されている。そのた

め、基本的には一度の発信で情報が完結していることが求められるＥメール

等とは異なり、チャットでのやり取りは短文になる傾向にあり、また口語に

近いカジュアルな表現を用いることに対する違和感も相対的に小さいこと

から、コミュニケーションのハードルが低くなるという利点がある。 

 

イ 即時性 

上記のとおり、ビジネスチャットサービスは、会話のように短文でカジュ

アルなやり取りが可能であることから、Ｅメール以上に即時的なやり取りが

行われやすいという特徴がある。また、ビジネスチャットサービスの中には、

ＳＮＳにあるいわゆる「いいね！」機能のように、投稿に対してワンクリッ

クで様々なリアクションを絵文字（例えばスラックではこれに相当するもの

を「リアク字」と呼んでいる。）で表示できる機能を備えているものもある

等、即時的なコミュニケーションが重視されている。 

 

ウ 検索容易性 

ビジネスチャットサービスの多くは、過去のやり取りが全て保存されてお

り、検索機能を用いてチャットの内容を容易に検索することが可能である10。

また、かかる検索機能は（管理者による設定次第ではあるものの）自身が参

加していないチャットグループ（後記エ参照。）に対しても有効であり、ま

                                                      
10 検索対象については、チャットグループごとや全てのチャットグループを横串にする形等、ユーザ

ーが任意に選択できる。 
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た参加済みのチャットグループにおける、自身が参加する前のやり取りに対

しても検索を行うことができる。そのため、例えば既存プロジェクトに新た

なメンバーが加入した場合、従来は既存メンバーが関連する複数のＥメール

を転送し、新規メンバーはそれを読み解いてプロジェクトの状況を把握する

という作業が必要だったのに対し、ビジネスチャットサービスでは、当該プ

ロジェクトのチャットグループに加入すれば過去のやり取りをそのまま時

系列で確認できるほか、必要な内容について過去に遡って検索すれば、既存

メンバーの手を借りることなく容易にプロジェクトの状況を把握すること

が可能という特徴がある。 

 

エ チャットグループを中心としたコミュニケーション 

ビジネスチャットサービスでは、部署、業務グループ、役職別、プロジェ

クトチーム、関心のある話題が共通しているグループ等、一定の共通点を持

った集団ごとにチャット参加者のグループ（ビジネスチャットサービスごと

に、チャットルーム、チャンネル、チャットグループ等の様々な呼称がある。

以下「チャットグループ」という。）を容易に作成でき、各ユーザーはこれ

をコミュニケーションの基本単位とすることになる。特定のチャットグルー

プに参加したユーザーは、当該グループに自由にメッセージを投稿して他の

参加者とコミュニケーションを取ることができる11。従来のＥメールにおい

ても必要なメンバーを宛先に含めて送信することで同様の目的を達成する

ことは可能であったものの、同じメンバーに連絡を取るために再度当該メー

ルチェーンを検索したり、話題が変わるごとにメールの件名や過去のやり取

りを削除したりする必要があるほか、前記ウに記載のとおり、新規に加入し

たメンバーについては過去のやり取りを確認することが難しいといった点

がある等、ビジネスチャットサービスと同様の使い勝手を実現することは難

しい。 

 

オ 他のアプリとの統合 

後記(3)に記載のとおり、ビジネスチャットサービスの多くは第三者アプ

リ等との統合機能を備えており、統合済みの第三者アプリ等についてはチャ

ット画面から直接その機能を呼び出すことができる。 

 

(3) ビジネスチャットサービスの統合機能 

                                                      
11 ユーザーはチャットグループに自由に参加できる場合もあれば、参加に当たって管理者の承認を得

る必要がある場合もある。また、メッセージを投稿するためにはチャットグループに参加する必要が

あるものの、当該チャットグループ内でのやり取りの閲覧にはチャットグループへの参加は不要な場

合もある等、チャットグループの提供形態はビジネスチャットサービスの供給者や管理者の設定によ

り様々である。 
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主要なビジネスチャットサービスは、関連するＡＰＩを第三者のアプリ開発

事業者や需要者に対して開放することにより、第三者アプリ等との統合機能を

実装している。例えば、ファイルストレージサービスやテレビ電話会議アプリ

と統合させることによって、ユーザーはビジネスチャットサービスの画面を離

れることなく（別画面で当該統合済みアプリを起動することなく）別サービス

の機能を呼び出して利用することが可能になる。 

同様に、ビジネスチャットサービスのユーザーは、自ら構築したチャットボ

ット等を統合することにより、自動通知機能や自動応答機能を有するチャット

グループを作成することも可能である12。このように、需要者は、統合機能に

よって、ビジネスチャットサービスと第三者アプリ等とを自由に組み合わせて

統合して、自社のニーズに最適化された、より効率的な業務環境を構築するこ

とができる。 

前記第４の１(3)と同様に、第三者のアプリ開発事業者は、ビジネスチャッ

トサービス供給者が公開しているＡＰＩを用いて、自由に自社のアプリに当該

ビジネスチャットサービスとの統合機能を付加し、当該アプリ開発事業者のウ

ェブサイト等を通じて配信することができる。また、ビジネスチャットサービ

ス供給者の中には自社のサービス向けのアプリ市場を提供する者も存在し、例

えばスラック社は自社のサービス向けのアプリ市場である「App Directory」

を運営している。スラックの需要者は「App Directory」上に公開されたアプリ

から自社のニーズに合うものを選択・導入し、スラックと統合することができ

る。 

また、需要者は、①上記のとおり第三者のアプリ開発事業者が作成した統合

機能を有するアプリを利用する方法のほか、②カスタムコードを独自に構築す

る、③ｉＰａａＳを使用する等の方法により、統合機能を実現することが可能

である。 

 

(4) スラック社が提供するビジネスチャットサービス、同社が収集・保存してい

るデータ及び同社によるデータの利用 

ア スラック社が提供するビジネスチャットサービス 

スラック社は、社内向けのビジネスチャットサービスであるスラックを提

供している。スラックの需要者はそれぞれ「ワークスペース」と呼ばれる作

業領域を割り当てられる。顧客はワークスペースにおいてチャンネルと呼ば

れるチャットグループを任意の数だけ作成することができ、チャンネルをベ

ースとしたチャット機能、ビデオ・音声通話機能、第三者アプリ等との統合

                                                      
12 自動通知機能を活用する例としては、人事関連のチャットグループにおいて勤怠関連事項の入力期

限を自動的に通知するプログラムの統合が、自動応答機能を活用する例としては、社内サポートのチ

ャットグループにおいて従業員からの質問に自動応答を行うプログラムの統合が、それぞれ挙げられ

る。 
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機能等を利用することができる。また、スラック社は、令和２年６月に、ス

ラックを社外とのコミュニケーションにも利用できる「スラック・コネクト」

と呼ばれるサービスをリリースし、これによりスラックのユーザーは社内の

ほか、社外の組織（最大２０社）との間でもスラック上でコミュニケーショ

ンを取ることが可能となっている13。 

 

イ スラック社が収集・保存しているデータ及びデータの管理方法 

スラック社は、そのプライバシーポリシー上、大きく分けて需要者から「顧

客データ」と「その他の情報」という２種類のデータを収集・保存している。 

「顧客データ」とは、需要者に所属する個人が提供した全てのデータであ

る。例えば、チャンネル上のメッセージ、ダイレクトメッセージ、アップロ

ードされたファイル、プロフィール情報等がこれに該当する。 

また、「その他の情報」とは、スラックの使用等から派生したデータであ

る。例えば、ワークスペース及びアカウント情報14、サービスのメタデータ
15、ログデータ、デバイス情報、位置情報、App Directory経由で使用してい

る第三者アプリ等の情報、連絡先情報、サードパーティのデータ16、Cookie

情報がこれに該当する。 

なお、スラック社は、緊急時の対応のため、特定のエンジニアグループに

限定して顧客データへのアクセス権限を与えており、エンジニアが顧客デー

タを閲覧するために実行するシステムコマンドは全てログに記録されるこ

ととなっている。また、業務上必要がないにもかかわらず、顧客データを閲

覧しようとする不正な操作（内部の者か否かを問わない。）が行われた場合、

このような操作は検出されるようになっている。さらに、スラック社は四半

期ごとにアクセスレビューを実施して、定期的に従業員の業務上の必要性に

基づいたアクセス許可が行われていることを確認している。加えて、権限を

与えられていた従業員が退職した場合、スラック社は通常２４時間以内に、

全てのシステムへのアクセス権を取り消している。 

 

ウ スラック社によるデータの利用 

スラック社のプライバシーポリシー及び利用規約上、スラック社は収集・

                                                      
13 ただし、スラック・コネクトを利用するためには、コミュニケーションを行う当事者双方がスラック

を利用している必要がある。 
14 これには、Ｅメールアドレス、電話番号、パスワード、クレジットカード情報、銀行口座情報、請求

先情報等が含まれる。 
15 これには、個人がやり取りするワークスペース、チャンネル、人々、機能、コンテンツ及びリンク、

共有するファイルの種類並びに（もしあれば）使用されているサードパーティのサービスに関する情

報が含まれる。 
16 これには、親会社、関連会社、子会社、スラック社のパートナー等から入手する組織、業界、ウェブ

サイト訪問者、マーケティングキャンペーン及びその他スラック社の業務に関連するデータであって、

スラック社自身の情報をより有益なものにするために利用するデータが含まれる。 
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保存した「顧客データ」について、スラックのサービスの履行に必要な場合

又は顧客の指示がない限り利用することができない。 

他方、スラック社は収集・保存した「その他の情報」について、主に法令

遵守、需要者への連絡、サービスの向上（例えばチャンネルネームやリアク

字の自動提案等）、事務作業、不正防止に必要な場合等の目的で使用するこ

とがあるとのことである。 

 

(5) ビジネスチャットサービスをめぐる市場におけるネットワーク効果 

スラック社を始めとして、ビジネスチャットサービス供給者の中には、社外

とのコミュニケーションが可能なビジネスチャットサービスの提供を開始し

た事業者が存在する。こうした社外組織間のビジネスチャットサービスは、特

定のビジネスチャットサービスを利用する需要者（ビジネスチャットサービス

の利用者となる事業者）が増えれば増えるほど、当該ビジネスチャットサービ

スがより需要者にとって魅力的になるという関係にあり、いわゆる直接ネット

ワーク効果が働く市場と考えられる。かかる市場においては、ビジネスチャッ

トサービスの供給に係る限界費用が低く、供給余力が問題となりづらいことに

も照らすと、特定の事業者が急速にシェアを増加させる可能性がある。このよ

うに、ビジネスチャットサービスに係る市場において競争上の影響を検討する

に当たって、社外組織間のコミュニケーションを可能にするサービスの存在及

び当該サービスに関して生じる直接ネットワーク効果を考慮する必要がある。 

また、前記(3)のとおり、多くのビジネスチャットサービスは第三者アプリ

等との統合機能を提供している。そのため、一般的には、特定のビジネスチャ

ットサービスを利用する需要者が多ければ多いほど、第三者のアプリ開発事業

者としては当該ビジネスチャットサービスとの統合機能を有するアプリを提

供するインセンティブが増加する。また、そうして当該ビジネスチャットサー

ビスとの統合機能を有するアプリが多く提供されればされるほど、翻って需要

者にとって当該ビジネスチャットサービスが一層魅力的になるという関係に

あり、いわゆる双方向の間接ネットワーク効果が働く市場と考えられる。かか

る市場においては、ビジネスチャットサービスの供給に係る限界費用が低く、

供給余力が問題となりづらいことにも照らすと、特定の事業者が急速にシェア

を増加させる可能性がある。このように、ビジネスチャットサービスをめぐる

市場において競争上の影響を検討するに当たっては、上記の直接ネットワーク

効果に加え、かかる間接ネットワーク効果についても考慮する必要がある。 

 

第５  一定の取引分野の画定 

１ ＣＲＭソフトウェア 

(1) 商品・役務範囲 

ア 種類の異なるＣＲＭソフトウェア間の代替性 
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(ｱ) 需要の代替性 

ＣＲＭソフトウェアの需要者は、例えば営業プロセスの最適化のために

顧客情報や営業情報を一元管理する機能を有するＣＲＭソフトウェアを

導入する等、自社の事業活動に必要な機能を有する種類のＣＲＭソフトウ

ェアを選択して導入している。また、前記第４の１(2)のとおり、ＣＲＭソ

フトウェアはその目的に応じて種類ごとに主要な機能が異なっており、例

えば営業向けＣＲＭソフトウェアと同等の目的を達成するためにマーケ

ティング向けＣＲＭソフトウェアやカスタマーサービス向けＣＲＭソフ

トウェアを利用することはできない。 

したがって、異なる種類のＣＲＭソフトウェア間における需要の代替性

は認められない。 

他方で、ＣＲＭソフトウェアは複数の種類をまとめたパッケージとして

も提供されており、こうしたパッケージのＣＲＭソフトウェアを導入する

場面では、需要者は種類ごとではなくＣＲＭソフトウェアを全体として見

て選択している場合もある。例えば、部門別の業務の分担が明確化されて

いない中小規模の需要者が複数の機能を有するＣＲＭソフトウェアを導

入する場合等の一定のケースでは、パッケージのＣＲＭソフトウェアに対

する需要も存在する。商品・役務範囲の画定に当たっては、かかる市場の

実態も考慮する必要がある。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

各種類のＣＲＭソフトウェア間に共通するノウハウは少なく、特定の種

類のＣＲＭソフトウェアのみを提供している事業者も存在することから

すれば、異なる機能を有する種類のＣＲＭソフトウェアを多大な追加的コ

ストやリスクを負うことなく開発して提供することは必ずしも容易では

ない。 

したがって、異なる機能を有する種類のＣＲＭソフトウェア間における

供給の代替性は限定的である。 

もっとも、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は、既に異なる機能を有す

る種類のＣＲＭソフトウェアを複数提供しており、それらをパッケージで

提供する場合もあるため、商品・役務範囲の画定に当たっては、かかる市

場の実態も考慮する必要がある。 

 

イ ＣＲＭソフトウェアの統合機能の有無による代替性 

(ｱ) 需要の代替性 

統合機能の有無にかかわらず、同じ機能を有する種類のＣＲＭソフトウ

ェアが提供する基本的な機能は同一であり、需要者は統合機能を有するＣ

ＲＭソフトウェアと有しないＣＲＭソフトウェアのいずれからも代替的
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に選択することが可能である。 

もっとも、前記第４の１(3)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの需要者は、

ＣＲＭソフトウェアの統合機能を利用することによって、ＣＲＭソフトウ

ェアと第三者アプリ等を自由に組み合わせて統合し、より効率的な業務環

境を構築することができる。実際、セールスフォース社のＣＲＭソフトウ

ェアの需要者の８５％超が１以上の第三者アプリ等を、同社のアプリ市場

であるAppExchangeを通じてインストールしており、需要者ヒアリングに

おいても、多くの需要者が実際にＣＲＭソフトウェアと第三者アプリ等を

統合して利用しているとのことであった。このように、需要者にとってＣ

ＲＭソフトウェアが統合機能を備えていることは重要であると考えられ

る。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

ＣＲＭソフトウェア供給者は、需要者のニーズの高さから統合機能を備

えることを重要視しており、実際、多くの主要な供給者は統合機能を備え

たＣＲＭソフトウェアを提供している。 

また、仮に統合機能を備えていなかったとしても、自社のＡＰＩを開放

することによって統合機能を実装することは可能であり、多大な追加的コ

ストやリスクを負うことにはならないと考えられる17。 

したがって、供給の代替性は認められる。 

 

ウ 実装方法（オンプレミス又はＳａａＳ）の間の代替性 

前記第４の１(4)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの実装方法にはオンプレ

ミス、ＳａａＳ又は両者のハイブリッド方式等がある。そして、ＣＲＭソフ

トウェアの需要者は、料金や取り扱われるデータ等の重要性に応じて、オン

プレミス、ＳａａＳのいずれか又は両者のハイブリッド方式での提供を選択

している。この点、実装方法による料金体系の違いについて、競争事業者ヒ

アリングによれば、一定以上の規模を有する需要者にとっては中長期的に支

払う費用総額はいずれの実装方法を選択しても大きな差はないとの意見も

あった。しかし、特に大企業ほどの資力を有しない中小企業にとっては、オ

ンプレミスでの導入に際して必要となる初期費用（サーバーの購入・設置等）

が大きくなる場合には、事実上、ＳａａＳしか選択肢とならない場合もある

と考えられる。 

他方で、需要者ヒアリングによれば、既に自社に一定のデータ資産がある

場合や、たとえ短時間であってもサーバー障害等でアクセスできなくなるリ

                                                      
17 現時点においてＡＰＩを開放していない事業者であっても、既にＡＰＩを開放している競争事業者

のＡＰＩを参考にすることで、比較的短時間で新たにＡＰＩの開放を行うことができると考えられる。 
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スクを避けたいと考えるデータを取り扱う場合にはオンプレミスを選択す

る傾向にあるとのことである。ただし、近年のＳａａＳの普及状況やセキュ

リティの向上に照らせば、こうしたニーズは流動的なものであり、当初オン

プレミスを好んでいた需要者であっても、その選択が恒久的に維持されると

は限らない。 

このように、ＣＲＭソフトウェアの実装方法による違いは相対的かつ流動

的なものになりつつあるとも考えられ、現に当事会社から提出された内部文

書においても、需要者がセールスフォース社の提供するＣＲＭソフトウェア

（ＳａａＳ）とその他のオンプレミスのＣＲＭソフトウェアを比較検討して

いる例が複数存在する。 

したがって、実装方法の異なるＣＲＭソフトウェア間における需要の代替

性は一定程度認められる。また、近時は多くの主たるＣＲＭソフトウェア供

給者がオンプレミス及びＳａａＳの双方でＣＲＭソフトウェアを供給して

いるという実態が認められるため、商品・役務範囲の画定に当たっては、か

かる市場の実態も考慮する必要がある。 

 

エ 需要者の規模及び業種による代替性 

ＣＲＭソフトウェアには、需要者の規模、業種に応じたものがあるが、こ

れに求められる基本的な機能は需要者の規模及び業種によって差異はなく、

需要の代替性が認められる。 

 

オ 小括 

以上のことから、統合機能の有無並びに需要者の規模及び業種の間には代

替性が認められる。他方で、前記ア(ｱ)のとおり、ＣＲＭソフトウェアの各種

類の間の代替性は基本的に認められないものの、一定のケースでは、異なる

種類間の代替性が意識されずにＣＲＭソフトウェア全体として選択される

場合があり、また、前記ア(ｲ)のとおり、主要なＣＲＭソフトウェア供給者は

既に異なる種類のＣＲＭソフトウェアを複数提供し、それらをパッケージで

提供しているといった競争実態がある。そのため、商品・役務範囲について

は、ＣＲＭソフトウェアの種類別、すなわち「営業向けＣＲＭソフトウェア」、

「カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア」、「マーケティング向けＣ

ＲＭソフトウェア」及び「Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア」で画定する

とともに、これらの機能をパッケージとした「ＣＲＭソフトウェア全体」に

ついても重層的に画定することが適当であると考えられる。 

また、実装方法の異なるＣＲＭソフトウェアについては互いに一定の代替

性が認められるため、同一の商品・役務範囲であるとも考えられる。しかし、

後記第７の２のとおり、セールスフォース社がＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェ

アにおいて高い市場シェアを有するため、慎重に審査する観点から、上記の
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商品・役務範囲を、更に実装方法、すなわち「オンプレミス型」及び「Ｓａ

ａＳ型」に細分化して画定することが適当であると考えられる。 

したがって、本件の商品・役務範囲は「ＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア全

体」、「ＳａａＳ型営業向けＣＲＭソフトウェア」、「ＳａａＳ型カスタマ

ーサービス向けＣＲＭソフトウェア」、「ＳａａＳ型マーケティング向けＣ

ＲＭソフトウェア」及び「ＳａａＳ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア」

で画定した。 

なお、オンプレミス型ＣＲＭソフトウェア全体及びオンプレミス型各種類

別（営業向け、カスタマーサービス向け、マーケティング向け及びＥコマー

ス向け）ＣＲＭソフトウェアについては、後記第７において隣接市場からの

競争圧力として評価することとした。 

 

(2) 地理的範囲 

ＣＲＭソフトウェアは、需要者に提供される機能自体は多くの国で共通であ

るため、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。しかし、ＣＲＭ

ソフトウェアの供給に当たっては国ごとに言語等のローカライズの必要があ

るほか、ＣＲＭソフトウェア供給者の中には、世界全体で事業を展開している

事業者がいる一方、日本を含む特定の国・地域を中心に事業展開している事業

者も多数存在し、世界全体で事業を展開している事業者であっても国・地域に

よって、市場シェアが異なる状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から、「日本国

内」を地理的範囲として画定した。 

 

２ ビジネスチャットサービス 

(1) 商品・役務範囲 

ア 消費者向けコミュニケーションサービスとの間の代替性について 

メッセージアプリであるLINEに代表される、いわゆる消費者向けコミュニ

ケーションサービス及びビジネスチャットサービスは、チャット機能、ビデ

オ・音声通話機能等、共通する機能が多々ある。以下では、両サービスの間

の代替性について検討する。 

 

(ｱ) 需要の代替性 

上記のとおり、消費者向けコミュニケーションサービスとビジネスチャ

ットサービスは、チャット機能、ビデオ・音声通話機能等、基本的な機能

の面では共通している。しかし、ビジネスチャットサービスの需要者は、

セキュリティの観点から、自社のＩＴ管理部門等がアクセス制御、データ

バックアップ、トラッキング、自社ＩＤ認証基盤との連携といった管理を

行うことができる機能を必要としているのに対し、通常、消費者向けコミ
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ュニケーションサービスではそのような機能は実装されていない。そのた

め、ビジネスチャットサービスの需要者にとっては、消費者向けコミュニ

ケーションサービスでは、自社のセキュリティポリシー（アクセス制御、

ユーザーの利用ポリシー設定、ファイルのアップロード制御等）に合致し

た利用ができない。 

また、消費者向けコミュニケーションサービスでは、チャットの内容や

やり取りされたデータが必ずしもユーザーごとに分別されることなく当

該サービスの供給者のサーバー内に保存・管理されるのが一般的である。

これに対し、ビジネスチャットサービスでは、セキュリティ上の観点から

需要者ごとに分別される形でデータが当該サービスの供給者のサーバー

内に保存・管理されることが多い。このように、データの保存形態という

観点からも、両サービスではセキュリティ上の差異がある。 

現に需要者ヒアリングによれば、消費者向けコミュニケーションサービ

スは上記のとおりデータの管理方法に差異があることから検討対象に入

らないとする需要者が存在する。 

したがって、需要の代替性は認められない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

ビジネスチャットサービスは、消費者向けコミュニケーションサービス

と多くの機能が共通しているものの、両サービスは、セキュリティ面や管

理機能面を含め異なる機能が多々あり、仮に消費者向けコミュニケーショ

ンサービスの供給者がビジネスチャットサービスと同等のセキュリティ

と管理機能を実装しようとすれば、多大な追加的コストやリスクを伴う。 

また、通常、消費者向けコミュニケーションサービスは消費者に対して

無償で提供される代わりに広告を掲載することによって収益化が図られ

るのに対し、ビジネスチャットサービスは顧客から直接利用料金を得るこ

とで収益化を行っている等、両者のビジネスモデルは大きく異なっており、

仮に一方から他方のビジネスモデルに転換する場合には、多大な追加的コ

ストやリスクを伴うと考えられる。 

したがって、供給の代替性は認められない。 

 

イ Ｅメールとの間の代替性について 

Ｅメールとビジネスチャットサービスは、テキスト情報でコミュニケーシ

ョンを取るという点で共通している。以下では、両サービスの間の代替性に

ついて検討する。 

 

(ｱ) 需要の代替性 

前記第４の２(2)のとおり、ビジネスチャットサービスにはコミュニケ
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ーションの簡便性、即時性、検索容易性等、Ｅメールとは異なる特有の機

能がある。また、ビジネスチャットサービスの需要者は、外部とのコミュ

ニケーションには基本的にＥメールを利用する一方、内部や継続してコミ

ュニケーションを取る必要がある特定の外部組織との間のコミュニケー

ションにはビジネスチャットサービスを利用するといった形で、用途に応

じて両サービスを使い分けている。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

Ｅメールとビジネスチャットサービスでは、ユーザーインターフェース

やユーザーエクスペリエンス（効用）が大きく異なっており、チャットツ

ールとして最適化を行うには一定のノウハウが必要であると考えられる。 

また、Ｅメールは統一規格となるプロトコルが定まっている（ＳＭＴＰ、

ＰＯＰ３、ＩＭＡＰ等）のに対し、ビジネスチャットサービスは各供給者

が独自の方式を用いているため、少なくともＥメールクライアント等を提

供している事業者が新たにビジネスチャットサービスを開発する場合に

は、一定の追加的コストやリスクを伴うと考えられる。 

したがって、供給の代替性は限定的である。 

 

ウ 企業向け音声通話・ビデオ会議サービスとの間の代替性の有無 

(ｱ) 需要の代替性 

ビジネスチャットサービスの中には、その機能の一部として音声通話や

ビデオ会議機能を実装しているものも存在する。もっとも、需要者は、ビ

ジネスチャットサービスを主にチャット機能を用いるコミュニケーショ

ンツールとして利用している。この点、企業向け音声通話・ビデオ会議サ

ービスもチャット機能を実装するものが存在するが、その機能は限定的な

ものとなっており、ビジネスチャットサービスと代替的なものとはなって

いない。実際にも、需要者ヒアリングによれば、スラックを含む音声通話・

ビデオ会議機能を有するビジネスチャットサービスを使用している場合

でも、異なる音声通話・ビデオ会議サービスを利用しているとする需要者

がほとんどであるとのことであり、需要者はビジネスチャットサービスと

音声通話・ビデオ会議サービスを使い分けていると考えられる。 

したがって、需要の代替性は限定的である。 

(ｲ) 供給の代替性 

ビジネスチャットサービスにおける音声通話やビデオ会議機能はチャ

ット機能に付随する補助的な機能にとどまり、その基幹的な機能ではない。

また、音声通話・ビデオ会議サービスも、ビジネスチャットサービスのよ

うにチャットでのコミュニケーションに主眼をおいたサービスではない。
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このように、両者は一部機能が重複している部分はあるものの、それぞれ

が主眼としているサービスやその機能には大きな違いがある。 

そのため、音声通話・ビデオ会議サービスを提供する事業者が、前記第

４の２(2)に記載されているような簡便性、即時性、検索容易性等に特徴

を持つビジネスチャットサービスを短期間で多大な追加的コストやリス

クなく提供することは困難である。 

また、ビジネスチャットサービスを提供する事業者が、外部者を含めた

多人数との連携を念頭に置いた機能を持つ音声通話・ビデオ会議サービス

を短期間で多大な追加的コストやリスクなく提供することも困難である。 

さらに、当事会社グループの内部文書においても、音声通話・ビデオ会

議サービスは自社のビジネスチャットサービスと補完的な関係にあると

している等、両者が代替的な関係に立たないことが示唆されている。 

したがって、供給の代替性は限定的である。 

 

エ ビジネスチャットサービスの統合機能の有無の間の代替性 

需要者の中には、ビジネスチャットサービスと第三者アプリ等を連携させ

て自社の事業に合うようにカスタマイズすることに積極的な者もいれば、Ｉ

Ｔリテラシが高くなく第三者アプリ等との統合に消極的な者や社内のセキ

ュリティポリシーによって統合機能を利用していない者も存在する。 

しかし、スラックの有料プランを利用している需要者の多くが統合機能を

用いた何らかのアプリケーションを利用しており、また現在統合機能を利用

していない需要者の中にも、将来的に統合機能を利用したいとしている者も

いる。こうした市場の状況に鑑みれば、一般的には、ビジネスチャットサー

ビス市場の統合機能に対するニーズ自体はそれなりに高いと考えられる。そ

のため、需要者は自社の統合機能に対する要望に応じて、導入するビジネス

チャットサービスを選択している可能性がある。 

もっとも、現在提供されているビジネスチャットサービスの多くは、既に

ＡＰＩを開放しており、第三者アプリ等との統合が可能な状況である。また、

仮に自社のビジネスチャットサービスに統合機能を実装していない場合で

あっても、例えばスラックのＡＰＩを参考に作成して公開すれば、比較的短

期間かつ多大な追加的コストやリスクを負うことなく統合機能を実装でき

ると考えられる。 

したがって、統合機能の有無によって商品・役務範囲を細分化する必要性

は乏しい。 

 

オ 実装方法の間の代替性 

実装方法の間の代替性については、主要なビジネスチャットサービスは全

てＳａａＳ型で提供されており、一部オンプレミスでも提供されているにす
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ぎず、需要者にとってＳａａＳが基本的な選択肢となっている。 

このような市場の実態に照らせば、実装方法によって商品・役務範囲を細

分化する必要性は乏しい。 

 

カ 需要者の規模及び業種の間の代替性 

ビジネスチャットサービスは需要者の規模や業種によって機能は異なら

ない。また、需要者がビジネスチャットサービスに対して求める基本的な機

能も規模及び業種によって異なるものではない。 

 

キ 小括 

以上のことから、消費者向けコミュニケーションサービス、Ｅメール及び

企業向け音声通話・ビデオ会議サービスの間には代替性が認められない。他

方で、統合機能の有無、実装方法並びに需要者の規模及び業種によって商品・

役務範囲を細分化する必要性は乏しい。 

したがって、本件の商品・役務範囲は「ビジネスチャットサービス」で画

定した。 

 

(2) 地理的範囲 

ビジネスチャットサービスは、ユーザーに提供される機能自体は多くの国で

共通であるため、地理的範囲を「世界全体」とすることも考えられる。しかし、

ビジネスチャットサービスの提供に当たっては国ごとに言語等のローカライ

ズの必要があるほか、ビジネスチャットサービス供給者の中には、世界全体で

事業を展開している事業者がいる一方、日本を含む特定の国・地域を中心に事

業展開している事業者も多数存在し、世界全体で事業を展開している事業者で

あっても国・地域によって、市場シェアが異なる状況にある。 

したがって、特に日本の需要者に対する影響を検討する観点から、地理的範

囲を「日本全国」として画定した。 

 

第６  一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウェアとスラック社が提供する

ビジネスチャットサービスは競合関係になく、また両者の提供するサービス間に

川上・川下という垂直関係もないことから、本件は混合型企業結合に該当する。 

ＣＲＭソフトウェアに係る市場シェアは後記第７の２の表１のとおりであり、

またビジネスチャットサービスに係る市場シェアの正確な数値の把握は困難で

あるものの、参考までに示すと後記第７の２の表２のとおりである。他方で、両

市場はいずれもイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容が見込まれる。 
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以上を踏まえ、混合型企業結合のセーフハーバー基準18に該当しないものとし

て、本件行為が競争を実質的に制限することとなるかを後記第７において検討す

る。 

 

第７  競争の実質的制限の検討 

１ 本件の競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム） 

本件の主な競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）は以下の図のとおり

である。すなわち、以下の図の①及び②については、セールスフォース社（又は

スラック社）がスラック社以外のビジネスチャットサービス供給者（又はセール

スフォース社以外のＣＲＭソフトウェア供給者）に対して、ＡＰＩ接続を遮断し

若しくはＡＰＩの相互接続性を低下させ（以下「ＡＰＩ遮断等」という。）、又

は需要者に対して、自社のＣＲＭソフトウェア（又はスラック）にスラック（又

はセールスフォース社のＣＲＭソフトウェア）を組み合わせて供給することによ

って、ビジネスチャットサービス市場（又はＣＲＭソフトウェア市場）において

市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性がある（後記３及び４）19。また、以下の

図の③については、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されて、

これを当事会社グループが自己に有利に用いれば、当該競争事業者は競争上不利

な立場に置かれる可能性があり、それによって、市場の閉鎖性・排他性の問題が

生じる可能性がある（後記５）。それ以外にも、本件行為後のデータ集積によっ

て当事会社グループが競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じる可能性があり

得る（後記６）。 

  

                                                      
18 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）第６の１

（2）においては、①当事会社が関係するすべての一定の取引分野において、企業結合後の当事会社グ

ループの市場シェアが１０％以下である場合、②当事会社が関係するすべての一定の取引分野におい

て、企業結合後のハーフィンダール・ハーシュマン指数（市場の集中度を表す指標で、一定の取引分野

における各事業者の市場シェアの二乗の総和によって算出される。以下「ＨＨＩ」という。）が２，５

００以下の場合であって、企業結合後の当事会社グループの市場シェアが２５％以下である場合には、

混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない

としている（このような基準を「セーフハーバー基準」と呼んでいる。）。 
19 後記３(1)ア(ｳ)に記載のとおり、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアの需要者のうち、

AppExchange を介してビジネスチャットサービスと統合させている需要者は僅かにすぎない。また、後

記４(1)ア(ｲ)に記載のとおり、スラックの需要者についても、App Directory を介してＣＲＭソフトウ

ェアと統合させている需要者は僅かである。このように、現時点ではＣＲＭソフトウェア及びビジネ

スチャットサービスを統合している需要者が少ない状況であるため、そもそもＡＰＩ遮断等や組合せ

供給による競争上の懸念は生じる余地がないとも考えられる。しかし、現時点では自社のセキュリテ

ィポリシーと整合しない等の理由により両サービスの統合は実現できていないものの、今後そういっ

た課題をクリアして統合を進めていきたいと希望する需要者が複数存在することから、今後更に両サ

ービスを統合する需要者数が増加し、両サービスの補完性が高くなることも考えられるため、本件で

は後記のとおり慎重に審査した。 
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【図】本件の競争制限のメカニズム（セオリーオブハーム）の概要図 
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２ 当事会社グループの地位及び競争事業者の状況 

日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア（全体及び種類別）の市場シ

ェアは以下の表１のとおりである。 

 

【表１日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア市場シェア20（売上高ベ

ース）】 

 

                                                      
20 公正取引委員会作成。 

事業者名 

日本国内のＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア市場シェア（令和２年１月～１２月） 

全体 営業向け 
カスタマーサービス

向け 

マーケティング

向け 
Ｅコマース向け 

数値 順位 数値 順位 数値 順位 数値 順位 数値 順位 

セールス

フォース

社 

約３０％ １位 約７５％ １位 約５５％ １位 約３５％ １位 約４５％ １位 

Ａ社 約１５％ ２位         

Ｂ社 約５％ ３位     約２５％ ２位   

Ｃ社 約５％ ３位 約１０％ ２位   約１５％ ３位   

Ｄ社 約５％ ３位 約０‐５％ ４位 約１５％ ２位 約５％ ５位 約１０％ ２位 

Ｅ社   約５％ ３位       

Ｆ社   約０‐５％ ４位       

Ｇ社     約１０％ ３位     

Ｈ社     約１０％ ３位     

Ｉ社     約５％ ５位     

Ｊ社       約１０％ ４位   

Ｋ社         約５％ ３位 

Ｌ社         約５％ ３位 

Ｍ社         約５％ ３位 

その他 約３５％ 約５％ 約５％ 約１０％ 約３０％ 

合計 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

ＨＨＩ １，５２５ ５，６９８ ３，６８０ ２，１５６ ２，６７７ 
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また、日本国内におけるビジネスチャットサービスの市場シェアの正確な把握は

困難であるものの、参考までに示すと以下の表２のとおりである。ただし、同表

には無料で提供されているビジネスチャットサービスは含まれていない等、必ず

しも正確なシェアを反映しているとまではいえない点に留意する必要がある。 

 

【表２（参考）日本国内におけるビジネスチャットサービス市場シェア21 

（売上高ベース）】 

事業者名 

日本国内のビジネスチャットサービス市

場シェア（令和元年度（平成３１年

度）） 

数値 順位 

Ａ社 約２５％ １位 

スラック社 約１５％ ２位 

Ｂ社 約１０％ ３位 

Ｃ社 約１０％ ３位 

Ｄ社 約５％ ５位 

その他 約３５％  

合計 １００％  

ＨＨＩ 約１,１４８  

 

３ ビジネスチャットサービス市場の閉鎖性・排他性の検討 

前記第４の１(5)アのとおり、セールスフォース社が提供するＣＲＭソフトウ

ェアには第三者アプリ等との統合機能が実装されているため、セールスフォース

社が、スラック社以外のビジネスチャットサービス供給者に対して、ＡＰＩ遮断

等を行ったり、自社のＣＲＭソフトウェアにスラックを組み合わせて供給したり

すること（以下「スラックの組合せ供給」という。）によって、ビジネスチャッ

トサービス市場において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性について検討する。 

 

(1) 能力 

ア 競争状況及び間接ネットワーク効果の影響（ＡＰＩ遮断等及びスラックの

組合せ供給） 

(ｱ) 市場シェアの状況 

セールスフォース社の日本国内におけるＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェ

ア全体及び種類別のＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェアに係る市場シェアは

前記２の表１のとおりである。このうち、ＳａａＳ型ＣＲＭソフトウェア

全体及びＳａａＳ型マーケティング向けＣＲＭソフトウェアについては、

セールスフォース社は市場において第１位の事業者ではあるものの、その

市場シェアはいずれも約３５％以下にとどまり、いずれの市場においても

有力な競争事業者が複数存在する。 

                                                      
21 公正取引委員会作成。 



２８ 

 

他方で、セールスフォース社は、日本国内におけるＳａａＳ型営業向け

ＣＲＭソフトウェア市場においては約７５％、ＳａａＳ型カスタマーサー

ビス向けＣＲＭソフトウェア市場においては約５５％、ＳａａＳ型Ｅコマ

ース向けＣＲＭソフトウェア市場においては約４５％と高いシェアを有

している。この点、前記第４の１(6)に記載したＣＲＭソフトウェア市場

に働く間接ネットワーク効果に照らせば、このような高い市場シェアは、

一般論としては、第三者のアプリ開発事業者に対して、セールスフォース

社のＣＲＭソフトウェアと自社のアプリ等を統合したいという強い動機

付けを与えるため、ＡＰＩ遮断等によってかかる統合が不可能になること

の影響は大きくなることも考えられる。また、同様に、同社の高いシェア

からすれば、一般論としてはセールスフォース社がスラックの組合せ供給

を行った場合に市場に与える影響は大きくなると考えられる。 

 

(ｲ) 競争事業者及び隣接市場からの競争圧力 

前記(ｱ)のとおり、市場シェアの状況からすれば、ＡＰＩ遮断等は一般

論としては第三者のアプリ開発事業者に対して大きな影響を与え得ると

考えられ、またセールスフォース社によるスラックの組合せ供給が市場に

与える影響も大きくなると考えられる。しかしながら、ＳａａＳ型営業向

けＣＲＭソフトウェア市場については市場シェア約１０％の競争事業者

が存在する。その上、隣接市場であるオンプレミス型営業向けＣＲＭソフ

トウェア市場においては有力な事業者が複数存在し、現にセールスフォー

ス社とも具体的な商談において競合する等、隣接市場からの競争圧力を及

ぼしている状況にある。 

また、ＳａａＳ型カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウェア市場につ

いても市場シェア約１５％又は約１０％の競争事業者が存在する。その上、

隣接市場であるオンプレミス型カスタマーサービス向けＣＲＭソフトウ

ェア市場においては有力な事業者が存在し、現にセールスフォース社とも

具体的な商談において競合する等、隣接市場からの競争圧力を及ぼしてい

る状況にある。 

さらに、ＳａａＳ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場についても

市場シェア約１０％の競争事業者が存在する。その上、隣接市場であるオ

ンプレミス型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場においては有力な

事業者が存在し、現にセールスフォース社とも具体的な商談において競合

する等、隣接市場からの競争圧力を及ぼしている状況にある22。 

                                                      
22 当事会社から、セールスフォース社の Win/Lossデータ（一般に「営業担当者等によって入力された、

個別の営業案件ごとの、顧客名、金額、競合先企業名、受注／失注等の営業の結果等が記載されたデー

タ」を意味し、企業結合審査における経済分析においては、主に、水平型企業結合における当事会社間

の競合の程度及び当事会社と競争事業者との間の競合の程度を把握する目的で用いられることが多い
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(ｳ) ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャットサービスの統合状況、統合機

能の重要性の程度等 

ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャットサービスは互いに不可欠な

機能を提供するものではなく、それぞれ統合することなく単独で利用でき

るサービスである。現にセールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアの需

要者のうちAppExchangeを介してスラックのようなビジネスチャットサー

ビスと統合させている需要者は僅かである。このように、統合機能を備え

たビジネスチャットサービスの利用が進んでいないことからすれば、ビジ

ネスチャットサービス供給者にとってＣＲＭソフトウェアとの統合機能

を備えたアプリを提供したいという動機付けが強く働く状況にはない。そ

うすると、前記第４の１(6)のとおり、セールスフォース社のＣＲＭソフ

トウェアと第三者が開発したアプリ一般との間には間接ネットワーク効

果が働くと考えられるものの、少なくとも現時点におけるＣＲＭソフトウ

ェア及びビジネスチャットサービスの間における統合機能の重要性は低

いため、セールスフォース社のＣＲＭソフトウェア市場における地位がビ

ジネスチャットサービスの市場における競争に与える影響は限定的であ

ると考えられる。 

 

イ ＡＰＩ遮断等による排除効果の及ぶ範囲 

ＡＰＩ遮断等によって生じる排除効果が及ぶ範囲を検討すると、特定の種

類のＣＲＭソフトウェアを使用するのは需要者である企業のうち営業部門、

カスタマーセンター等、当該需要者の中でも更に一部の部門に限られている。

これに対し、前記第４の２(1)のとおり、ビジネスチャットサービスは部門

ごとに複数のサービスや異なるサービスが採用される場合がある（すなわち、

ビジネスチャットサービスは必ずしも全社で一つのサービスを利用しなけ

ればならないものではなく、部門によって、全社で利用されるものとは異な

る独自のビジネスチャットサービスを利用することもある。）。 

そうすると、セールスフォース社が特定の種類のＣＲＭソフトウェアとの

関係でスラック以外のビジネスチャットサービスに対してＡＰＩ遮断等を

行ったとしても、その影響を受けるのは各需要者の特定の部門に限られるた

め、当該ＡＰＩ遮断等に対応して、需要者である企業が（より全社的に影響

が及び得る）利用するビジネスチャットサービスを全てスラックに切り替え

る必要は生じない。 

また、仮に当該部門についてのみ、利用するビジネスチャットサービスが

スラックに変更される可能性があるとしても、経理、総務、法務等、数多く

                                                      

が、本件のように非水平型企業結合であっても有益な情報をもたらす場合がある。）を用いた経済分析

が提出されており、当委員会において評価を行ったところ、当該分析結果から、一定程度の競争圧力が

存在することが示唆された。この点は、本文記載の判断を補強する要素となる。 
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存在する他の部門では引き続きスラック以外のビジネスチャットサービス

が利用されることになるため、競合するビジネスチャットサービスが排除さ

れるまでに至る事態は想定し難いと考えられる。 

同様に、前記ア(ｳ)のとおり、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェ

アの需要者のうちAppExchangeを介してスラックのようなビジネスチャット

サービスと統合させている需要者は僅かであることからすれば、セールスフ

ォース社のＡＰＩ遮断等によってビジネスチャットサービスのスイッチン

グを検討することになる需要者は、ＣＲＭソフトウェアとビジネスチャット

サービスを統合しているごく一部の需要者にとどまる（換言すれば、両サー

ビスを統合していない大部分の需要者にとっては、ＡＰＩ遮断等の有無は、

利用するビジネスチャットサービスの選択にさしたる影響を与えない。）。 

そのため、セールスフォース社によるＡＰＩ遮断等によってスラック以外

のビジネスチャットサービス供給者に排除効果が及ぶ範囲は、極めて限定的

なものにとどまると考えられる。 

 

ウ ＡＰＩ遮断等を行った場合に需要者がＣＲＭソフトウェア及びビジネス

チャットサービスを統合する方法 

前記第４の１(3)のとおり、需要者は、AppExchangeを通じて導入する方法

以外にも、セールスフォース社が需要者向けにＡＰＩを開放している限り、

カスタムコードを構築するか、ｉＰａａＳ等の統合アプリを利用することに

よって、ＣＲＭソフトウェアと第三者アプリ等を統合させることが可能であ

る。この点、セールスフォース社は、需要者がカスタムコードや統合アプリ

を用いてどのような第三者アプリ等をセールスフォース社のＣＲＭソフト

ウェアと統合させているかを把握することはできず、また現に把握していな

いとのことである。そのため、仮にセールスフォース社がスラック以外のビ

ジネスチャットサービスについてＡＰＩ遮断等を行ったとしても、需要者は

自社でカスタムコードを構築する、統合アプリを利用する等、その他の手段

でスラック以外のビジネスチャットサービスとの統合を行うことが引き続

き可能であり、セールスフォース社はかかる統合を把握して遮断することは

できない状況にある。 

 

エ 小括 

以上のことから、セールスフォース社はＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

せ供給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を有

しないと考えられる23。もっとも、前記２の表１のとおり、セールスフォー

                                                      
23 需要者ヒアリングによれば、需要者の中には提供される機能やデータの保存形式が供給者ごとに異

なる可能性があることから、ＣＲＭソフトウェアをセールスフォース社製から他社製のものに切り替

えるには一定のハードルがあると述べる者が存在する。一方で、例えば特定の部門でのみＣＲＭソフ
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ス社はＳａａＳ型営業向け、ＳａａＳ型カスタマーサービス向け及びＳａａ

Ｓ型Ｅコマース向けＣＲＭソフトウェア市場において特に高い市場シェア

を有すること、また同市場はイノベーションが活発であり今後一層の成長・

変容が見込まれることから、念のため後記(2)において排除のインセンティ

ブについても検討することとする。 

 

(2) インセンティブ 

前記(1)に記載したとおり、各種類のＣＲＭソフトウェアを使用するのは需

要者である企業のうち一部の部門にすぎない上、ＣＲＭソフトウェアとビジネ

スチャットサービスを統合している需要者は僅かである。かかる状況において

は、仮にＡＰＩ遮断等を行ったとしてもその影響を受けるビジネスチャットサ

ービスの需要者は全体のうち僅かにすぎない。 

他方、競争事業者ヒアリング及び需要者ヒアリングによれば、ＣＲＭソフト

ウェアの需要者は、可能な限り多くの第三者アプリ等との統合を可能にするこ

とにより高い利便性を実現できること（「Best of Breed」と呼ばれる。）がセ

ールスフォース社の事業の中心的な価値の一つであると認識しており、仮にセ

ールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給を行えば同社の

ビジネスの根幹が棄損されることになるとのことである。かかる意見を踏まえ

れば、セールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給を行うこ

とは、その排除効果が極めて限定的であるばかりでなく、同社の事業の根幹で

ある「Best of Breed」の理念について需要者に疑念を生じさせ、それまで多

くの第三者アプリ等の統合を可能にすることにより享受してきた間接ネット

ワーク効果を失うことにもなりかねないため、ＡＰＩ遮断等及びスラックの組

合せ供給を行うことには事業継続上及びレピュテーション上多大なリスクが

あると考えられる。 

したがって、セールスフォース社がＡＰＩ遮断等及びスラックの組合せ供給

を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせるインセンティブは

認められない。 

 

(3) ビジネスチャットサービス市場における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社が本件行為後にＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

                                                      

トウェアを導入している場合等、導入状況によってはスイッチングのハードルは必ずしも高くないと

述べる者も存在する。このように、ＣＲＭソフトウェアのスイッチングの容易性についてはいずれの

意見もある。しかし、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアに関していえば、ユーザーは自身の

データを一括してＣＳＶファイルという汎用的なデータ形式でエクスポートすることを可能とする機

能が実装されており、セールスフォース社製のＣＲＭソフトウェア上に保存されたデータを他社製の

ＣＲＭソフトウェアに移行することが可能となっている。このことからすれば、一般的に、需要者がセ

ールスフォース社製のＣＲＭソフトウェアから他社製のものにスイッチングすることがおよそ困難で

あるとまでは直ちには言い難いと思われる。 
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せ供給を行うことによって、ビジネスチャットサービス市場における閉鎖性・

排他性の問題が生じる可能性は認められない24。 

 

４ ＣＲＭソフトウェア市場の閉鎖性・排他性の検討 

前記第４の２(3)のとおり、スラックについても第三者アプリ等との統合機能

が実装されているため、スラック社が、セールスフォース社以外のＣＲＭソフト

ウェアの供給者に対して、ＡＰＩ遮断等を行ったり、自社のビジネスチャットサ

ービスにセールスフォース社のＣＲＭソフトウェアを組み合わせて供給したり

すること（以下「ＣＲＭソフトウェアの組合せ供給」という。）によって、ＣＲ

Ｍソフトウェア市場において市場の閉鎖性・排他性が生じる可能性について検討

する。 

 

(1) 能力 

ア 競争状況及び間接ネットワーク効果の影響（ＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフ

トウェアの組合せ供給） 

(ｱ) 市場シェア及び競争状況 

スラック社のビジネスチャットサービス市場に係る正確な市場シェア

は不明であるものの、前記２の表２のとおり、その市場シェアは最大でも

約１５％と高い市場シェアを有しているとまではいえない上、同表には含

まれていない競争事業者も存在するため、実際のスラック社の市場シェア

は同表よりも低いと考えられる25 26。 

また、ビジネスチャットサービスは全社レベルではなく部門ごとに導入

している需要者も多い上、需要者は用途や連絡先に合わせて複数のビジネ

スチャットサービスを併用すること（マルチホーミング）が可能であり、

実際に併用している需要者が存在する。 

                                                      
24 セールスフォース社によるＡＰＩ遮断等やビジネスチャットサービスの組合せ供給に係るインセン

ティブの有無について、当事会社から提出された内部データ及び公表情報から得られる当事会社の利

益率等を用いて、「市場閉鎖によって得られる利益」と「市場閉鎖によって失うことになる利益」をそ

れぞれ算定して比較を行うことによって当事会社に市場閉鎖を行うインセンティブがあるか否かを評

価する、垂直計算という手法を応用した経済分析の実施を検討したが、データの制約等により当該分

析は実施しなかった。 
25 前記第４の２(4)アのとおり、スラック社は令和２年６月に外部組織とのコミュニケーションが可能

となるスラック・コネクトをリリースしており、同サービスが普及すれば、直接ネットワーク効果によ

り（前記第４の２(5)参照）、その市場シェアが急速に増加する可能性がある。もっとも、現時点におい

てはスラック・コネクトがリリースされて１年未満しか経過しておらず、その効果が顕著に表れてい

るとはいえない上、今後競争事業者も同様のサービスをリリースすることにより競争が活発化する可

能性も考えられることから、少なくとも現時点においてかかる直接ネットワーク効果を過大に評価す

べきではない。 
26 当事会社から、スラック社の Win/Lossデータを用いた経済分析が提出されており、当委員会におい

て評価を行ったところ、当該分析結果から、一定程度の競争圧力が存在することが示唆された。この点

は、本文記載の判断を補強する要素となる。 
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(ｲ) ビジネスチャットサービス及びＣＲＭソフトウェアの統合状況、統合機

能の重要性の程度等 

ビジネスチャットサービス及びＣＲＭソフトウェアは互いに不可欠な

機能を提供するものではなく、それぞれ統合することなく単独で利用でき

るサービスであり、現にスラックの需要者のうちApp Directoryを介して

ＣＲＭソフトウェアと統合させている需要者は僅かである。このように、

統合機能を備えたＣＲＭソフトウェアの利用が進んでいないことからす

れば、ＣＲＭソフトウェア供給者にとってビジネスチャットサービスとの

統合機能を備えたアプリを提供したいという動機付けが強く働く状況に

はない。そうすると、前記第４の２(5)のとおり、スラックと第三者が開発

したアプリ一般との間には間接ネットワーク効果が働くと考えられるも

のの、少なくとも現時点におけるビジネスチャットサービス及びＣＲＭソ

フトウェアの間においては統合機能の重要性は低いため、仮にスラック社

の需要者向けのビジネスチャットサービス市場における市場シェアが高

いとしても、その地位がＣＲＭソフトウェアの市場における競争に与える

影響は限定的であると考えられる。 

 

イ ＡＰＩ遮断等による排除効果の及ぶ範囲 

前記アのような状況においては、ビジネスチャットサービスの需要者のう

ちＣＲＭソフトウェアを利用していない多くの需要者はスラック社のＡＰ

Ｉ遮断等による影響は受けない。また、セールスフォース社以外の供給者の

ＣＲＭソフトウェアを利用し、かつ、スラックを含む複数のビジネスチャッ

トサービスを併用している需要者の場合、ＣＲＭソフトウェアのスイッチン

グに一定のコストが掛かることを考慮すれば、ＡＰＩ遮断等が行われた際の

対応としては、ＣＲＭソフトウェアをセールスフォース社のものに切り替え

るよりも、ビジネスチャットサービスについてスラックの利用を中止して既

に利用しているスラック以外のサービスに切り替えることを選択する可能

性の方が高いと考えられる。さらに、ＣＲＭソフトウェア及びビジネスチャ

ットサービスの双方を利用し、かつ単一のビジネスチャットサービスのみを

利用している需要者に関しても、スラック社のＡＰＩ遮断等によってＣＲＭ

ソフトウェアのスイッチングを検討することになるのは、ビジネスチャット

サービスとＣＲＭソフトウェアを統合しているごく一部の需要者にとどま

る。 

以上からすれば、スラック社によるＡＰＩ遮断等によってセールスフォー

ス社製以外のＣＲＭソフトウェア供給者に排除効果が及ぶ範囲は、極めて限

定的なものにとどまると考えられる。 
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ウ ＡＰＩ遮断等を行った場合に需要者がビジネスチャットサービス及びＣ

ＲＭソフトウェアを統合する方法 

前記第４の２(3)のとおり、App Directoryを通じて導入する方法以外にも、

需要者は、スラック社が需要者向けにＡＰＩを開放している限り、カスタム

コードを構築するか、ｉＰａａＳ等の統合アプリを利用することによって、

ビジネスチャットサービスと第三者のアプリを統合させることが可能であ

る。この点、スラック社は、需要者がカスタムコードや統合アプリを用いて

どのような第三者アプリ等をスラックと統合させているかを把握すること

はできず、また現に把握していないとのことである。そのため、仮にスラッ

ク社がセールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアについてＡＰＩ遮

断等を行ったとしても、需要者は自社でカスタムコードを構築する、統合ア

プリを利用する等、その他の手段でセールスフォース社製以外のＣＲＭソフ

トウェアとの統合を行うことが引き続き可能であり、スラック社はかかる統

合を把握して遮断することはできない状況にある。 

 

エ 小括 

以上のことから、スラック社はＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組

合せ供給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせる能力を

有しないと考えられる27。もっとも、前記２の表２のとおり、スラック社の

ビジネスチャットサービス市場における正確な市場シェアの把握が困難で

あること、また同市場はイノベーションが活発であり今後一層の成長・変容

                                                      
27 需要者ヒアリングによれば、需要者の中には、日常的に使用するコミュニケーションの手段を変え

ることのコストが大きいとして、使用するビジネスチャットサービスの切替えは容易でないと述べる

者が存在する。また、ビジネスチャットサービスはビジネスを行う上で不可欠の（すなわち「must have」

の）ソフトウェアではないことから、基本的な機能が共通し、かつ既に広く利用されている E メール

に戻すという選択肢も考えられるが、需要者の中には「一度ビジネスチャットサービスを使用してし

まうと、Ｅメールのみの環境に戻すことは考えられない」と述べてそのような選択肢に疑問を呈する

者が存在する。一方で、ビジネスチャットサービスは過去に遡って全ての会話内容を引き継ぐ必要性

は高くないこと（かかる必要性が乏しい点については、多くの企業においてＥメールが過去数年分し

か保存されないことと同様と考えられる。）、ビジネスチャット内でやり取りされるファイルやデータ

は、通常は統合済みの第三者アプリを含むスラック以外の領域にも保存されると考えられること等か

ら、スラックから他社のビジネスチャットサービスへのスイッチングは比較的容易であると述べる者

が存在する等、ビジネスチャットサービスのスイッチングの容易性についてはいずれの意見もある。

しかし、スラックに関していえば、需要者は自身のデータを一括してＪＳＯＮファイル（JavaScript 

Object Notation の略であり、人間が読めるテキストを有し、他のビジネスチャットサービスによって

分析・インポートを容易に行うことができる汎用的なファイル形式）という汎用的なデータ形式でエ

クスポートすることを可能とする機能が実装されており、スラック上で保存されたデータを他社のビ

ジネスチャットサービスに移行することが可能となっている。このことからすれば、一般的に、需要者

がスラックから他社製のものにスイッチングすることがおよそ困難であるとまでは直ちには言い難い

と思われる。 
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が見込まれることから、念のため後記(2)において排除のインセンティブに

ついても検討することとする。 

 

(2) インセンティブ 

前記２の表２のとおり、ビジネスチャットサービス市場にはスラック社以外

にも有力な競争事業者が複数存在しており、また需要者は複数のビジネスチャ

ットサービスを並行して利用している場合があるため、仮に、かかる状況にお

いてスラック社がセールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアとの統合

についてＡＰＩ遮断等を行ったり、ＣＲＭソフトウェアの組合せ供給を行った

りすれば、セールスフォース社製以外のＣＲＭソフトウェアの需要者は、スラ

ック以外のビジネスチャットサービスに切り替える可能性が相当程度あると

考えられる。 

また、ビジネスチャットサービスは需要者である企業が全社的にではなく部

門ごとに導入する場合もある上、スラックの需要者のうちApp Directoryを介

してＣＲＭソフトウェアと統合させている需要者は僅かである。かかる状況に

おいては、仮にＡＰＩ遮断等を行ったとしてもその影響を受けるＣＲＭソフト

ウェアの需要者は全体のうち僅かにすぎない。 

他方、競争事業者ヒアリング及び需要者ヒアリングによれば、ビジネスチャ

ットサービスの需要者は、セールスフォース社の場合と同様に、スラック社に

ついても「Best of Breed」が同社の事業の中心的な価値の一つであると認識

しており、仮にスラック社がＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供

給を行えば同社のビジネスの根幹が棄損されることになるとのことである。か

かる意見を踏まえれば、ＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供給を

行うことは、その排除効果が極めて限定的であるばかりでなく、スラック社の

事業の根幹である「Best of Breed」の理念について需要者に疑念を生じさせ、

それまで多くの第三者アプリ等の統合を可能にすることにより享受してきた

間接ネットワーク効果を失うことにもなりかねないため、ＡＰＩ遮断等及びＣ

ＲＭソフトウェアの組合せ供給を行うことには事業継続上及びレピュテーシ

ョン上多大なリスクがあると考えられる。 

したがって、スラック社がＡＰＩ遮断等及びＣＲＭソフトウェアの組合せ供

給を行うことにより市場の閉鎖性・排他性の問題を生じさせるインセンティブ

は認められない。 

 

(3) ＣＲＭソフトウェア市場における閉鎖性・排他性について 

以上のことから、当事会社が本件行為後にＡＰＩ遮断等及びスラックの組合

せ供給を行うことによって、ＣＲＭソフトウェア市場における閉鎖性・排他性
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の問題が生じる可能性は認められない28。 

 

５ 当事会社グループ間において競争事業者の秘密情報が共有される可能性の有

無 

これまで論じてきたとおり、当事会社グループがそれぞれ供給するＣＲＭソフ

トウェア及びビジネスチャットサービスは互いに統合することが可能である。そ

して、かかる統合は単にＡＰＩを開放すれば実現可能であるため、その過程にお

いて競争上の重要な秘密情報の交換が行われることは通常考え難い。したがって、

セールスフォース社が自社のＣＲＭソフトウェアとスラック以外のビジネスチ

ャットサービスを統合するに当たり、当該ビジネスチャットサービスの秘密情報

を当然に取得することは考え難い。同様に、スラック社が自社のビジネスチャッ

トサービスとセールスフォース社以外のＣＲＭソフトウェアを統合するに当た

り、当該ＣＲＭソフトウェアに係る秘密情報を当然に取得することも考え難い。 

したがって、当事会社グループ間で競争事業者の秘密情報が共有されることは

ないと考えられる。 

 

６ 収集・保存されたデータの利用可能性 

前記第４の１(5)イ及びウ並びに第４の２(4)イ及びウのとおり、当事会社は、

それぞれ一定の需要者のデータを収集・保存し、新たなサービスの設計や既存サ

ービスの改善のため、ＡＩアルゴリズムの教育等に利用している。そうした情報

の中には、需要者の営業データやチャットにおける会話データ、その過程で添付

されたファイル等、機微性が高くＡＩアルゴリズムの教育に資するユニークかつ

大量のデータが含まれ得るため、かかるデータの集積により、当事会社グループ

が競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じないかが問題となる。 

この点、前記第４の１(5)イ及びウ並びに第４の２(4)イ及びウのとおり、当事

会社はいずれも、特に機微性の高い内容を含む「顧客データ」と呼ばれるデータ

を利用するためには、契約上又は利用規約上、需要者の同意や指示が必要とされ

ている。また、当該データは暗号化やアクセス制限等、恣意的な利用ができない

ように一定の措置が施されている。こうした状況に加えて、そもそもＣＲＭソフ

トウェア及びビジネスチャットサービスで収集・保存されたデータを組み合わせ

て使用することによって、事業上大きな価値が生まれるとして現時点において具

体的に想定されるものもない。 

したがって、本件行為後のデータ集積によって、当事会社グループが競争上優

                                                      
28 スラック社によるＡＰＩ遮断等やＣＲＭソフトウェアの組合せ供給に係るインセンティブの有無に

ついて、当事会社から提出された内部データ及び公表情報から得られる当事会社の利益率等を用いて、

「市場閉鎖によって得られる利益」と「市場閉鎖によって失うことになる利益」をそれぞれ算定して比

較を行うことによって当事会社に市場閉鎖を行うインセンティブがあるか否かを評価する、垂直計算

という手法を応用した経済分析の実施を検討したが、データの制約等により当該分析は実施しなかっ

た。 
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位な立場に立つ等の弊害が生じるとは考え難い。 

 

第８  結論 

本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは

いえないと判断した。 


